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第 １ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２４年１月１９日（木）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員  25大井
お お い

 一司
か ず し

・26笠井
か さ い

 克己
か つ み

・27鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

・28田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

 

29堀川
ほりかわ

 忠
ただ

重
しげ

・30諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

・31田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

・33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

35池田
い け だ

 昌司
ま さ し

・36森田
も り た

 正孝
まさたか

・37赤堀
あかほり

 嘉夫
よ し お

・38中川
なかがわ

 和雄
か ず お

 

39萩野
は ぎ の

 忠司
た だ し

・40向田
むかいだ

 忠
ただ

美
み

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

・48渡邊
わたなべ

 晃一
てるかず

 

以上１６名 

 

欠 席 部 会 委 員  32長谷川
は せ が わ

 博
ひろし

 

 

出席部会員外委員  会長 野田 悟・34 浅井 競 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・草深次長・中西主査 

 

総 合 支 所  久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹 

          美杉：松永主査  

 

議 事 録 署 名 者 ２６番 笠井
か さ い

 克己
か つ み

・３７番 赤堀
あかほり

 嘉夫
よ し お

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（県許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可取消願について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第８号 非農地証明願について 

 

 議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 
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       ついて ＜別冊＞ 

 
 

議   事   の   大   要 

 

議  長   本日、欠席委員は長谷川
は せ が わ

委員、１人でございますのでよろしくお願いします。 

       本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとお

りでございますのでよろしくお願いします。 

       本日の議事録署名委員について、指名させていただきたいと思います。 

２６番 笠井
か さ い

委員、３７番 赤堀
あかほり

委員、ご両人よろしくお願いします。 

       それでは、初めに会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告

第２号につきまして事務局から一括して報告をお願います。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１、地区 久居、借り人    、貸し人    、申請地 木造町朽

田   番、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２９１㎡、外１筆で、合計 ２，

２３０㎡。 

       これにつきましては、農用地利用権設定を貸し人、借り人の双方の合意に基

づき解約をいたしたものであります。 

       ４ページにかけて、ほかの２番から３１番についても同じく利用権設定を合

意解約したものであります。 

       以上、件数は３１件で、合計面積４３，５６０．９４㎡、その内訳は田が３

４，９９０㎡、畑が８，５７０．９４㎡であります。 

       ５ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１、地区 栗葉、届出者    、届出地 森町加村垣内   番、台

帳地目・現況地目とも畑、面積 ３４７㎡、外６筆で、合計 ７，６９８㎡、

取得年月日 平成２３年３月２３日、取得事由    から相続、あっせん等

の希望はございません。 

       番号２、地区 久居、届出者    、届出地 久居一色町本郷   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２５４㎡、外６筆で、合計 ５，８７２㎡、

取得年月日 平成２３年９月４日、取得事由    から相続、あっせん等の

希望はございません。 

       番号３、地区 榊原、届出者    、届出地 榊原町霜田   番、台帳

地目・現況地目とも田、面積 ９０㎡、外２筆で、合計 １，６６１㎡、取得

年月日 平成２２年３月２４日、取得事由    から相続、あっせん等の希

望はございません。 

       番号４、地区 竹原、届出者    、届出地 美杉町竹原鳥首   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 １６㎡、外３筆で、合計 ３，４７０㎡、

取得年月日 平成２２年１２月８日、取得事由    から相続、あっせん等

の希望はございません。 

       以上、件数は４件で、合計面積１８，７０１㎡、内容は田１４，２０１㎡、

畑は３，５７９㎡、山林９２１㎡でございます。 
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       以上でございます。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、報告がありましたとおりでございますので、よろしくお願いしま

す。 

       次に、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について（県許可・所有権

移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ７ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（県許可・所有権

移転）でございます。 

       番号１、地区 倭、受人    、面積 ０㎡、渡人    、面積 ４，

５８４㎡、申請地 白山町佐田垣外   番、台帳地目・現況地目とも田、面

積 ５８８㎡、外３筆で、３，２０１㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢による労働力不足のため、長男であり農

業後継者である受人で申請地を贈与しようとするものです。受人は新規就農で

ございますが、以前から実家の耕作を手伝っていることから、農業技術の取得

については、特に問題ないものと思います。農業機械類については、実家に保

管しておきます。農業をまじめに行い農機具も保有しており、周辺の農地に影

響もなく、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると考えます。 

       以上、件数は１件で３，２０１㎡、その内訳は田でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会って

いただきました地元委員のご意見を。お願いします。 

 

森田委員   ３６番 森田
も り た

です。去る１月１２日午後から、事務局員２名と地元委員３名

で現地確認をさせていただきました。場所につきましては、近鉄の     の

駅がございます。それから、南北に亀山白山線という県道が通っていまして、

駅から南向いて４００メートルぐらい来たところに、        がござ

います。     の道を挟んで東側に住居がございまして、この４筆につき

ましては、その家を同心円で描きますと３００メートル以内に４筆がございま

して、詳細につきましては、事務局説明のとおりでございますので、ご審議し

ていただきますように、よろしくお願いいたします。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員からご意見いただきましたが、皆さん方の

ご意見をお伺いします。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりいたします。ただいま審議をいただきました議案第１号

について、これにご異議ございませんか。 
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部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については県に進達することを決

定したいと思います。 

       続きまして議案第２号、農地法第３条の規定による許可取消願について（農

業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ８ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可取消願について（農業委員会許

可・所有権移転）についてでございます。 

       番号１、地区 辰水、受人    、渡人    、申請地 白山町中ノ村

大谷   番、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，９２３㎡、外３筆で、

合計５，６６３㎡。 

       これにつきましては、平成２３年３月１６日付、津市農委指令第津―３許―

１３２号で許可を行いましたが、受人の資金不足のため、許可取消願が提出さ

れたものでございます。 

       以上、件数が１件で５，６６３㎡、その内訳は田でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見

をお伺いします。 

 

森田委員   ３６番 森田
も り た

ですが、これ以前ですね、昨年に現地確認して許可した分でご

ざいますが、これ場所につきましては、国道１６５号線がございまして、   

に入っていく信号がありまして、それから久居向いて３００メートルぐらい行

ったところの国道の南北に４筆ほどございまして、それにつきまして、許可の

取消願が出たということでございますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員からご意見いただきましたが、皆さん方の

ご意見をお伺いします。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりいたします。ただいま審議をいただきました議案第２号

について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号について、許可取消することを決

定したいと思います。 

       続きまして議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請について（農業

委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ９ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）についてでございます。 
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       番号１、地区 久居、受人    、面積 １９，２８６㎡、渡人    、

面積 １，６９７㎡、申請地 久居北口町落合   番、台帳地目・現況地目

とも田、面積 １，５２３㎡。 

       これにつきましては、渡人は県外に居住しており、高齢による労働力不足で

管理ができなくなったため、申請地を受人に譲渡しようとするものです。また、

受人は所有耕地と隣接する申請地を取得し、経営拡大を図ろうとするものでご

ざいます。 

       番号２、受人    、面積 １１，５１０㎡、渡人    、面積 ４，

６８７㎡、申請地 戸木町北興   番、台帳地目 田、現況地目 畑、面積

 ５３㎡、外２筆、合計 １９１㎡。 

       これにつきましては、受人が所有する農地が、渡人の所有する農地に挟まれ

るところに位置していることから、親から申請地を贈与で受け、これを合筆し

整理して管理するものです。 

       番号３、受人    、面積 ８，３６０㎡、渡人    、面積 ８，３

６０㎡、申請地 新家町山之神   番、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２，

８１７㎡。 

       これにつきましては、渡人は高齢による労働力不足のため、孫であり農業後

継者である受人に申請地を贈与しようとするものです。 

       番号４、受人    、面積 ５，４０６㎡、渡人    、面積 １，０

０１㎡、申請地 久居元町前田   番、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，

００１㎡。 

       これにつきましては、渡人は高齢による労働力不足のため、申請地を受人で

ある弟が贈与を受け、経営を拡大を図ろうとするものでございます。 

       番号５、地区 大井、受人    、面積 ３，１２９㎡、渡人    、

面積 ２，１３２㎡、申請地 一志町井関上名倉   番、台帳地目・現況地

目とも田、面積 １，４８５㎡。 

       これにつきましては、渡人は高齢による労働力不足であり耕作が困難になっ

ています。また、現在、受人が所有している田は川沿いのため、台風になると

川の水が入り不作となる年があるなど、安定した収穫が得られないことから、

自宅に近く作業効率のよい申請地を譲り受け、営農拡大を図ろうとするもので

ございます。 

       番号６、地区 波瀬、受人    、面積 ２５，４３６㎡、渡人    、

面積 ２，５２３．３㎡、申請地 一志町波瀬宮之馬場   番、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 １４１㎡、外３筆で合計 ３４０．３㎡。 

       これにつきましては、受人は申請地が自宅から近く、道路に面して作業効率

がよいため、労働力不足で営農が困難になっている渡人により申請地を譲り受

け、営農拡大を図ろうとするものでございます。 

       番号７、地区 八知、受人    、面積 ０㎡、渡人    、面積 ５

０８㎡、申請地 美杉町八知山ノ垣内   番、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ４０９㎡、外２筆で合計 ５０８㎡。 

       これにつきましては、渡人は遠方に転居して耕作が難しいため、新規就農を

希望する受人に申請地を譲渡しようとするものであります。受人は新規就農で

すが、以前に農地を所有していたこともあり、近所の親戚の耕作も手伝ってい

ることから、農業技術の習得につきましては、特に問題はないものと思います。 

       以上、件数は７件で合計面積７，８２９．３㎡、その内訳は田が７，０１７

㎡、畑が８１２．３㎡でございます。いずれの案件も農地法第３条第２項各号
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には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。ただいま説明がありましたが、現地に立ち会ってい

ただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番から順番にお願いします。 

 

鈴木委員   ２７番 鈴木
す ず き

です。去る１月１２日に、地元委員６名と事務局２名で現地確

認を行ってまいりました。場所は１６５号線バイパスになるんですけど、そこ

に   という  があるんですけど、それの北側大体約１キロのところです。    

沿いにある土地でございます。詳細につきましては、事務局のとおりでござい

ますので、よろしくご審議お願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番お願いします。 

 

大井委員   ２５番 大井
お お い

です。同じく１２日の日に現地確認しました。場所は、久居戸

木町地内にある          の裏側の北側にあるんですけど、反対側

に小さい川がいっぱいある、昔の苗場という、その一画で、詳細については事

務局の説明どおりで、特に問題ないので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番お願いします。 

 

田口委員   ２８番 田口
た ぐ ち

です。先日の１２日の日に、地元委員６名と行きましたけど、

圃場整備の掛かる所です、渡人が高齢ということで、事務局の説明のとおりで

す。 

 

議  長   ありがとうございます。４番お願いします。 

 

笠井委員   ２６番 笠井
か さ い

です。先日、１２日の日に、農業委員と事務局と現地確認をし

てまいりました。場所は、久居駅からずっと松阪のほうへ向かっていく県道が

ございまして、その元町をずっと下って、しばらくしてから、ばら田が４枚ご

ざいまして、その４枚目の田なんです。現在は、キャベツが植まってましたけ

ど、そこでございます。周囲も全部田でございますので、条件については問題

がないということでございました。どうか皆さんご審議よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長   ありがとうございます。５番お願いします。 

 

田中委員   ３１番 田中
た な か

ですが、先日、１月の１２日９時３０分から、事務局２名と委

員２名で現地確認を行いました。場所については、名松線の   の近くとい

うふうなことで、お子さんが今事務局から説明ありましたとおり、住まいをそ

の地へつくりたいというふうなことで、申請がございますので、ひとつよろし

くご審議をお願いしたいというふうに思います。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。６番お願いします。 
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田中委員   ３１番 田中
た な か

ですが、この分につきましては、場所は波瀬から井生へ抜ける

道がありまして、その通りの波瀬川のほうでというふうなことで、内容、詳細

につきましては、事務局の説明のとおりでございますので、ひとつよろしくお

願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。７番お願いします。 

 

萩野委員   ３９番 萩野
は ぎ の

でございます。１３日の日に、私と事務局の方と一緒に現地へ

行かせていただきました。受人と渡人が同じ名字でございますけれども、兄貴

さんが戦死しまして、あと引き継いでいるということらしいですので、何も問

題はないと思います。どうかよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。ただいま地元委員より説明がございましたが、皆さ

ん方のご意見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第３号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号について許可することと決定した

いと思います。 

       続きまして、議案第４号、農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可）を議題といたします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １０ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 波瀬、申請者    、申請地 一志町波瀬庵ノ前   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 １４㎡。 

       これにつきましては、申請地は県道バイパス道路の残地であり、面積が少な

く作業効率が悪く、申請人所有の山林に隣接し、容易に管理できることから、

杉の苗木を植林し山林として利用しようとするものです。農地区分は第２種農

地と判断されます。 

       番号２、地区 川口、申請者    、申請地 白山町川口砂留   番、

台帳地目 田、現況地目 宅地、面積 １６１㎡。 

       これにつきましては、昭和４２年ごろ、申請者の亡き父が当時住んでいた居

宅が手狭になり、現在の住所地に転居した際、宅地なっていた部分が狭小であ

ったため、申請地も含めて居宅を新築してしまったものです。始末書の提出が

ありますので、追認しようとするものでございます。農地区分は第２種農地と

判断されます。 

       番号３、申請者    、申請地 白山町川口下ノンパク   番、台帳地

目 畑・現況地目 宅地、面積 ５０㎡。 
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       これにつきましては、平成３年ごろ、道路拡幅により居住していた土地が買

収され、申請地へ転居した際に、駐車場と倉庫に転用してしまったものです。

始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。農地区分

は第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 下多気、申請者    、申請地 美杉町下多気野登瀬  番

１、台帳地目 田・現況地目 畑、面積 ２９７㎡。 

       これにつきましては、申請者は自宅敷地が狭いため、資材置場並びに物置用

地として申請地を使用しようとするものです。農地区分は第２種農地と判断さ

れます。 

       番号５、地区 下之川、申請者    、申請地 美杉町下之川尾脇  番、

台帳地目 田・現況地目 山林、面積 ２，０６９㎡、外５筆で、合計 ５，

９２１㎡。 

       これにつきましては、昭和５６年、昭和６１年、平成７年ごろ、当時の所有

者である父の   が、それまで続けていた水田と茶畑について、獣害と高齢

化により作業が困難になってきたため植林したもので、平成２０年に申請者が

相続したときに農地であったため、始末書を添付し追認しようとするものです。

農地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号６、申請者    、申請地 美杉町下之川片井張   番、台帳地目 

田・現況地目 山林、面積 ９０４㎡、外２筆で、合計１，０３９㎡。 

       これにつきましては、昭和４０年ごろ、申請地の周囲が山林化し日照不足で

水源不足となったことから、申請者みずからも植林したものです。始末書の提

出がありますので、追認しようとするものでございます。農地区分は第２種農

地と判断されます。 

       以上、件数は６件で７，４８２㎡、その内訳は田が５，６４７㎡、畑が１，

８３５㎡でございます。 

       いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会っ

ていただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

田中委員   ３１番 田中
た な か

です。これも１２日の日に一緒に確認をさせてもらいました。

場所につきましては、波瀬から井ノ口へ行く道路バイパスというふうなとこの

残地というふうなことでございます。細部につきましては、事務局の説明どお

りということでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田
い け だ

です。２番、３番があるんですけど、一緒に説明させていただ

きます。１２日の日に事務局２名と地元委員３名で午後から立ち会いをいたし

ました。場所につきましては、２番のほうにつきましては、   から上のほ

うへ美杉のほうへ向かいまして１キロぐらい向こうの上の左側で道沿いにござ

います。畑と家と道ということで問題はございません。事務局の説明どおりで

すので、よろしくお願いします。 

       ３番につきましては、   ということで、   のとこから行きまして、
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場所的には橋を超えて東のほうへ行った突き当たりのところで、道路側の端に

建っておりまして、事務局の説明どおりでございますので、ご審議のほうよろ

しくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。４番、お願いします。 

 

向田委員   ４０番 向田
むかいだ

です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

       議長、４、５、６ですか。 

       先ほど説明ありました１月１２日に会長以下７名で、確認していただきまし

た。事務局の説明のとおりでございます。よろしくご審議お願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。ただいま地元委員より説明がございましたが、皆

さん方のご意見がありましたら。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりいたします。ただいま審議をいただきました議案第４号

について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号を許可いたします。 

       続きまして、議案第５号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １１ページをお願いします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 川合、受人    、渡人    、申請地 一志町片野北

浦   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １５４㎡、外２筆で合計 ３

３０㎡。 

       これにつきましては、受人がこれまで実家に共同で農業用機械を保管してお

りましたが、自宅の隣である申請地を譲り受け、農業用倉庫を建設し、あわせ

て駐車場を整備しようとするものでございます。農地区分は第２種農地と判断

されます。 

       番号２、受人    、渡人    、申請地 一志町新沢田    番、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ３７４㎡。 

       これにつきましては、受人は夫とともに自宅にて清掃業を営んでおり、現在

従業員は６名であります。申請地を譲り受け、事業用車両２台と従業員の自家

用車３台を駐車するための駐車場を整備しようとするものでございます。農地

区分は第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 倭、受人     、渡人     、申請地 白山町佐田

垣外   番、台帳地目 畑・現況地目 宅地、面積 １４８㎡。 

       これにつきましては、申請人の亡き祖父が、昭和３８年ごろより居宅の庭と

して利用していました。今回、母から贈与を受けるため整理をしたところ、農

地であることがわかったため、始末書を添付し追認しようとするものです。農
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地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 八知、受人    、渡人    、申請地 美杉町八知上

廣口   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２６７㎡。 

       これにつきましては、譲渡人は遠方に住んでいるため耕作ができず、親戚に

当たる受人が申請地を譲り受け、シイタケの原木や薪などの置き場として使用

するものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号５、受人    、渡人    、申請地 美杉町八知上垣内   番、

台帳地目 畑・現況地目 山林、面積 ３３０㎡。 

       これにつきましては、昭和４０年ごろ、申請地の周囲が植林され、日照不足

で水利が不便なため、申請者みずからも植林してしまったものです。始末書の

提出がありますので、追認しようとするものでございます。農地区分は第２種

農地と判断されます。 

       番号６、地区 下多気、受人    、渡人    、申請地 美杉町下多

気漆   番、台帳地目 畑・現況地目 山林、面積 ２５２㎡、外２筆で、

合計５０６㎡。 

       これにつきましては、渡人は遠方に転居し、申請地の耕作が難しくなったた

め、昭和４０年ごろに植林をしてしまったものです。始末書の提出があります

ので、追認しようとするものでございます。渡人に申請地を山林のまま譲渡し

ようとするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は６件で合計面積１，９５５㎡、その内訳は田３７４㎡、畑１，

５８１㎡でございます。 

       いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会っ

ていただきました地元委員のご意見をお伺いします。 

 

守山委員   ３３番 守山
もりやま

です。１２日の日に事務局と委員で現地にて、譲受人の説明を

受けました。この１番と２番と説明させていただきます。 

       まず、１番でございます。説明を受けました。場所は、  の自治会の一番

西側でございます。この譲受人の住居の真ん前の畑でございまして、そのおう

ちの真南に当たります。詳細は事務局からの説明どおりであります。 

       それから、２番の件でございます。これも同じく現地調査を受けさしてもら

って、譲受人の説明を受けました。田のところを駐車場にするということでご

ざいます。ここの  さんという方、今言われたようにハウスクリーニング業

を営んでおります。そのお家の真東側で、田は三角の田でございまして、ぐる

り皆農道でございます。というふうなことで、問題はないと思いますので、ひ

とつよろしく。 

 

議  長   ありがとうございます。３番お願いします。 

 

森田委員   ３６番 森田
も り た

です。去る１月１２日午後から、事務局員２名、地元委員３名

で、現地確認をさせていただきました。この方は、先ほどの第１号議案の方と

同じ方で、渡人、受人とも  さんということで、場所につきましては、先ほ

ど言いましたように、   の東側に県道が走っておりまして、その県道の東、
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すなわち、   のとい面にございまして、詳細については、事務局説明のと

おりでございますので、ご審議していただきますよう、よろしくお願いします。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。４番お願いします。 

 

萩野委員   ３９番 萩野でございます。４番、５番続けて。 

       ４番は、事務局説明のとおりでございます。５番もそのとおりでございます。

５番につきましては、３号議案でもお世話になった方でございますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。６番お願いします。 

 

向田委員   ４０番 向田です。事務局説明のとおりでございます。１月１２日に担当者

確認にさせていただきました。よろしくご審議を願います。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご

意見をお伺いします。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりいたします。ただいま審議をいただきました議案第５号

について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号を許可いたします。 

       引き続きまして、議案第６号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（農業委員会許可・賃貸借権）を議題とします。事務局より説明願いま

す。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

       番 号 １ 、 地 区  川 上 、 借 り 人     、 貸 し

人     ・    ・    ・   ・   ・   、申請地 美杉

町川上前ノ浦   番、台帳地目・現況地目とも田、面積 ４２㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より申請地を賃貸借し、道路工事を行うた

めの資材・重機車両置き場として賃借しようとするものです。農地区分は第２

種農地と判断されます。 

       以上、件数は１件で４２㎡、この内訳は田でございます。 

       農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たして

いると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会っていただ

きました地元議員のご意見をお願いします。１番、お願いします。 
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赤堀委員   ３７番 赤堀
あかほり

です。１月の１１日に担当者と現地確認をさせていただきまし

た。場所的には、ＪＲ   から約６キロ行ったところで、俗にいう川上とい

う場所のところでございます。これは、工事、先ほどあったように、道路工事

に伴う、拡幅工事に伴う資材置き場ということで、時期的にも長期にわたらな

いし、近くには特にたくさん耕地があるわけじゃないんで、耕作するまでには

工事も終わるというふうなことで、特に問題はないと判断いたします。ひとつ

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご

意見がありましたら。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりいたします。ただいま審議をいただきました議案第６号

について許可したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号を許可いたします。 

       続きまして、議案第７号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・使用貸借）を議題といたします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

       議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 久居、借り人    、貸し人    、申請地 久居明神

町風早   番、台帳地目 田・現況地目 雑種地、面積 １１５㎡。 

       これにつきましては、申請人は美容師として独立するために、貸し人より申

請地を使用貸借し、美容院を新築しようとするものです。また、平成２０年１

０月ごろに駐車場として、既に整備してしまったもので、始末書の提出があり

ますので、追認しようとするものです。 

       番号２、地区 八ツ山、借り人    、貸し人    、申請地 白山町

八対野辻堂前   番、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，４８６㎡のう

ち４１７㎡。 

       これにつきましては、借り人である長男が結婚に伴い新居が必要になるため、

渡人より申請地の使用貸借し、一般個人住宅を建設しようとするものです。農

地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は２件で５３２㎡、この内訳は田でございます。 

       いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会っていただ

きました地元議員のご意見をお聞きします。１番、お願いします。 
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堀川委員   ２９番 堀川
ほりかわ

です。現地立ち会い１２日に行いました。現地は、県道久居河

芸線、     がありまして、久居河芸線沿いに。その久居側、大体１００

メートルから１５０メートルぐらいで河芸町よりでございまして、付近は随分

と開発が進んでおるようなところでございます。内容については、今、事務局

から説明いただいたとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田
い け だ

です。１２日の日に地元委員３名と事務局２名とで、現地見て

まいりました。場所的には国道１６５線を青山へ向いて、最終の信号のところ

から、左へ１キロぐらい行っていきますと、   地区がございましたけど、

そこのはたの右側へちょっと５０メートルぐらい入ったところにお寺があるん

ですけど、寺のはたで道路と、それから排水のパイプ等全部整っているところ

で、田んぼの一部ですので、寺の同意もあります。事務局の説明どおり問題は

ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご

意見をお伺いいたします。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第７号につ

いて許可したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号を許可いたします。 

       続きまして、議案第８号、非農地証明願についてを議題とします。事務局よ

り説明願います。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

       議案第８号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 波瀬、願出者    、願出地 一志町波瀬岩ノ谷   番、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ２８７㎡。 

       これにつきましては、申請地は昭和２６年ごろに申請人の父が植林した杉が

生育しております。杉の直径が３０センチに達していることから２０年を経過

していると判断されます。津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１

項第２号の規定により、植林等をすることで、当該土地が農地以外に供され２

０年以上経過している要件に該当しております。 

       番号２、願出者    、申請地 一志町波瀬市場   番、台帳地目 畑、

現況地目 宅地、面積 ３０４㎡。 

       これにつきましては、申請地は申請人の自宅敷地に隣接しており、昭和４０

年ごろに木造平屋建ての物置を建築し、庭及び車両の回転場所や住宅敷地の一

部として利用しているものです。平成２年に国土地理院が撮影した空中写真撮

影記録証明書が添付されており、これら物件が確認されますことから、２０年

が経過していると判断されます。津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３
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条第１項第２号の規定により、建物もしくは工作物の建造等がなされており、

当該土地が農地以外に供され２０年以上経過している要件に該当しておりま

す。 

       以上、件数は２件で５９１㎡、この内訳は畑でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございました。説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺い

します。お願いします。 

 

田中委員   ３１番田中
た な か

ですが、１、２続けてさせていただきます。これも１月１１日の

日に現地を確認をさせていただきました。内容につきましては、事務局の説明

どおりでございますので、ひとつご審議をよろしくお願いいたします。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご

意見をお伺いいたします。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりいたします。ただいま審議をいただきました議案第８号

について証明したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第８号を証明いたします。 

       続きまして、別冊としてお配りいたしました、議案第９号 農業経営基盤強

化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題とし

ます。事務局より説明願います。 

 

事 務 局   議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の表紙を１枚めくっていただきたいと思います。 

       久居地区は新規２１件、再設定７件、所有権移転１件、合計２９件でござい

ます。面積は田が４８，６８０．７㎡、畑が５，０６３㎡、合計面積５３，７

４３．７㎡でございます。 

       一志地区は新規３７件、再設定４件、所有権移転１件、合計４２件でござい

ます。面積は田が３６，２３７㎡、畑が７７０㎡、合計面積３７，００７㎡で

ございます。 

       白山地区は新規５件、再設定４件、合計９件でございます。面積は田が２０，

５８２㎡、畑が１，０８８㎡、合計面積２１，６７０㎡でございます。 

       美杉地区は新規６件、再設定１件、合計７件でございます。面積は田が１１，

３２３㎡、畑が１，０８０㎡、合計面積１２，４０３㎡でございます。 

       合計件数８７件、内訳といたしまして、新規６９件、再設定１６件、所有権

移転２件でございます。合計面積、田 １１６，８２２．７㎡、畑 ８，００

１㎡、総計面積１２４，８２３．７㎡でございます。このうち、認定農業者集

積状況でございますが２８件で、面積は６１，１４１㎡でございます。これら
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すべて農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考え

ます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりましたが、何か皆さん方のご

意見がありましたら。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま、審議をいただきました議案第９号に

ついて、ご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長  異議なしと認めます。よって、議案第９号については適正であると認め、市長

に進達することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。あ

りがとうございました。 

        

 

これをもちまして、第１回 第２農地部会を閉会します。 

 

                             午後３時００分 

 

上記は、第１回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２４年１月１９日 

 

 

 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                       出席委員              

 

 


